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監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表 
 

 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、佐倉市長、佐倉市議会議長及び佐倉市教育

委員会教育長より通知があったので、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定

により、次のとおり公表します。 

 

監査結果告示日 令和 ２年 ２月２６日 

措置結果告示日 令和 ２年 ４月２８日 

 

佐倉市監査委員 滝 田   理  
佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊  
佐倉市監査委員 岡 村 芳 樹  

 

令和元年度定期監査及び行政監査(第２回) 

監査対象部署 

［予備監査及び監査委員監査］ 

企画政策部（秘書課、企画政策課、地域創生課、財政課、広報課）、土木部（土木管理課、道路

維持課、道路建設課、治水課）、危機管理室、契約検査室、会計室、上下水道部（経営企画課、

給排水課、維持管理課、建設課）、議会事務局 

［書面審査］ 
総務部（行政管理課、人事課、情報システム課）、資産管理経営室、監査委員事務局、教育委員

会（教育総務課、学務課、指導課、社会教育課、文化課、教育センター、中央公民館、和田公民

館、弥富公民館、根郷公民館、志津公民館、臼井公民館、佐倉図書館、志津図書館（分館含む）、

佐倉南図書館、市民音楽ホール、美術館） 

 ［実地検査］ 
教育委員会（弥富幼稚園、内郷小学校、弥富小学校、寺崎小学校、山王小学校、臼井南中学校） 

指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 随意契約締結の理由選択誤りについて（道

路維持課） 

 随意契約締結の際、随意契約の根拠となる地

方自治法施行令第１６７条の２第１項に記載され

ている理由の選択誤りが１件認められた。 

事務処理要領等マニュアルの徹底及びチェック

機能を強化の上、適正な契約事務に努められたい。 

 

イ 予定価格書の作成漏れについて（地域創生

課、広報課、治水課） 

随意契約を行うに当たっては、佐倉市財務規則

第１４３条各号のいずれかに該当する契約を除

き、事前に予定価格書を作成すると規定されてい

る。 

しかし、「平成３１年度ふるさとまちづくり応援

寄附推進事業支援業務委託」の１件（地域創生課）、

「佐倉市総合トップページ制作委託事業」及び「令

和元年度小学校平和映画会上映委託」の２件（広

報課）、「上志津原地先排水路伐採業務委託」の１

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 随意契約締結の理由選択誤りについて（道路

維持課） 

 契約事務について、佐倉市契約事務要綱及び随

意契約に関する事務処理要領等の徹底、チェック

機能の強化を図り、適正な事務処理に努めてまい

ります。 

 

 

イ 予定価格書の作成漏れについて 

（地域創生課、広報課） 

 契約事務処理について、点検・チェック機能の

一層の強化を図り、佐倉市財務規則に則った適正

な事務処理に努めてまいります。 

 

（治水課） 

契約事務について、点検・チェック機能の一層

の強化を図り、佐倉市財務規則に則った適正な事

務処理に努めてまいります。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

件（治水課）については、予定価格書がないまま

随意契約が締結されていた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守した適正な事務

処理をされたい。 

 

ウ 予定価格書の封入及び封印漏れについて

（道路維持課） 

予定価格書の作成については、佐倉市契約事務

要綱第１０条第３項及び第４項に該当するものを

除き、佐倉市財務規則第１３０条により、封筒に

入れて封印し、保管しなければならないと規定さ

れている。 

しかし、「令和元年度側溝汚泥処分業務委託」、

「令和元年度側溝汚泥収集運搬業務委託」及び「令

和元年度地域側溝清掃に伴う側溝汚泥回収業務委

託」の３件については、予定価格書が封入されて

いなかった。 

また、「平成３１年度ＪＲ佐倉駅南口駅前広場外

６箇所清掃業務委託」については、予定価格書の

封筒に封印がなかった。 

予定価格書の封入漏れ等は、第三者への予定価

格の漏えい等重大なリスクを抱えていることか

ら、再発防止に厳重に取り組まれたい。 

 

エ 変更契約協議の専決区分誤りについて（道

路維持課） 

変更契約については、佐倉市財務規則第３条別

表第３その１において金額により専決区分が規定

されている。 

しかし、「平成３１年度アスファルト合材（再生

密粒度13㎜）の購入」、「平成３１年度佐倉・根郷

地区道路草刈業務委託」、「平成３１年度佐倉・根

郷・弥富地区街路樹管理業務委託」、「平成３１年

度臼井・千代田地区街路樹管理業務委託」及び「平

成３１年度志津地区街路樹管理業務委託」の変更

契約協議５件については、副市長専決のところ、

部長専決で処理していた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、専決者に誤

りのないよう、適正な事務処理をされたい。 

 

オ 同意書の日付誤りについて（広報課） 

契約に当たり、佐倉市財務規則第１４２条第２

項の規定により見積書を徴しないときは、佐倉市

契約事務要綱第２８条第３項の規定により、市が

決定する予定価格により協議し、同意書を徴する

ものと規定されている。「平成３１年度佐倉市国際

化推進事業業務委託」について、同意書は徴して

 

 

 

 

 

ウ 予定価格書の封入及び封印漏れについて（道

路維持課） 

 契約事務について、佐倉市契約事務要綱及び佐

倉市財務規則を遵守し、適正な事務処理の徹底を

図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 変更契約協議の専決区分誤りについて（道路

維持課） 

 契約事務について、佐倉市財務規則を遵守し、

適正な事務処理に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 同意書の日付誤りについて（広報課） 

同意書の日付誤りについては、点検・チェック

機能の一層の強化を図り、佐倉市財務規則に則っ

た適正な事務処理に努めてまいります。 

 

 

 



 

3 

 

指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

いたが、同意書の日付誤りがあった。 

今後は、佐倉市財務規則及び佐倉市契約事務要

綱を遵守し、チェック機能を強化の上、適正な契

約事務に努められたい。 

 

カ 見積書の封書について（維持管理課） 

随意契約においては、佐倉市契約事務要綱第

１５条第５項により、見積書の封書には宛名を表

記しなければならないと規定されている。 

しかし「令和元年度人孔ポンプ集中監視システ

ム設備工事」について、見積書の封書に宛名が表

記されていなかった。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、チェッ

ク機能を強化の上、適正な契約事務に努められた

い。 

 

（２）文書の収受について（道路維持課） 

佐倉市文書管理規程第１２条では、同条第３号

に掲げる印刷物等（刊行物、ポスター等をいう。）

を除き、文書及び荷物は、直ちに開封して確認の

上、文書の余白に文書収受印を押印すると規定さ

れている。 

しかし、補助金の交付申請に係る申請書２件に

文書収受印の押印がなかった。 

今後は、佐倉市文書管理規程に基づく適正な文

書の取扱いに努められたい。 

 

（３）佐倉市街灯補助金について（道路維持課） 

ア 佐倉市街灯補助金の額の算出について 

街灯の管理費に対する補助金については、佐倉

市街灯補助金交付規則第４条別表第２の管理費補

助金交付算定基準に規定する方法をもって算出し

た額としている。 

しかし、実際の交付額については、決裁におい

て別に定めた「令和元年度佐倉市街灯補助金算定

基準」により算出するものとしていた。また、算

定式についても、同基準と異なる方法により算定

されていた。その結果、同規則に基づき算出され

た額より低い額を交付額としていた。 

佐倉市街灯補助金に係る事務取扱については、

同規則を遵守されるとともに、同補助金に係る事

務を速やかに確認の上、必要に応じ同規則の見直

しについても検討されたい。 

 

イ 佐倉市街灯補助金の申請書類について 

佐倉市街灯補助金交付規則第５条第１項第２号

では、管理費補助金について、申請しようとする

 

 

 

 

 

カ 見積書の封書について（維持管理課） 

随意契約において、見積書の封書に宛名の記載

漏れがないよう、佐倉市契約事務要綱を遵守し、

適正な契約事務処理をしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）文書の収受について（道路維持課） 

文書の収受について、佐倉市文書管理規定に基

づき、適正に事務処理を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）佐倉市街灯補助金について（道路維持課） 

ア 佐倉市街灯補助金の額の算出について 

佐倉市街灯補助金に係る事務取扱については、

同規則を遵守するとともに、同規則の見直しを行

ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 佐倉市街灯補助金の申請書類について 

 佐倉市街灯補助金交付規則を遵守し、申請書類

の収受については、規則のとおり書類添付がされ
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

月の前月分の電気料金の領収証の写し、その他の

街灯の数を証明する書類の写し及び街灯所在図を

添付の上、申請することとされている。 

しかし、電気料金の領収証の写しについて、申

請月の前月分ではない領収証の写しが添付されて

いた申請書１件を収受していた。 

補助金の交付に当たっては、申請書類の審査に

慎重を期されたい。 

 

（４）道路占用料、法定外公共物占用料徴収計画

の遵守について（土木管理課） 

道路占用料及び法定外公共物占用料について

は、道路占用料・法定外公共物占用料徴収計画が

定められている。 

同計画によると、納付書は５月中に発送するこ

とになっているが、実際は、納付書の発送時期が

遅れており、同計画が遵守されていなかった。令

和元年１０月末時点で、道路占用料及び法定外公

共物占用料ともに、収入未済が発生しており、納

付書の発送時期の遅れが一因となっている可能性

は排除できない。 

今後は、同計画を遵守し、占用料徴収事務を適

正に行われたい。 

 

（５）水道料金の滞納整理事務について（給排水

課） 

水道料金の滞納整理事務について、佐倉市水道

事業給水停止手続要領が定められている。しかし、

同要領では給水停止手続に至るまで及びその解除

の事務処理について定められているのみであり、

給水停止に至ってもなお納入のない滞納料金の徴

収をどのように実施するのかについての定めがな

い。 

令和２年４月には改正民法が施行され、水道料

金の消滅時効期間について、現状は２年間とされ

ていたものが、５年間と延長されることになる。

消滅時効期間が延長されることを踏まえ、その間

の債権管理方法について、滞納整理事務の取組み

や処理基準を定めることは喫緊の課題である。 

速やかに手続要領の見直しを図られたい。 

 

２ 意見 

（１）市独自補助金における補助金交付要綱等の

補助対象経費について（広報課、道路維持課、危

機管理室、文化課） 

補助金を交付するに際しては、補助対象経費の

範囲を曖昧にせず明確にすることが求められる。 

ているか慎重に審査し、不備の無いよう努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）道路占用料、法定外公共物占用料徴収計画

の遵守について（土木管理課） 

道路占用料及び法定外公共物占用料について

は、占用者から占用物件の数量データの提出を求

め、前年度中の変更を反映させた数量を、市と占

用者の双方のデータにより確認したうえで、納付

書を発送しています。 

今後は、数量データの確認などの納付書発行に

係る作業を迅速に行い、計画による発送時期を遵

守してまいります。 

 

 

 

 

 

（５）水道料金の滞納整理事務について（給排水

課） 

滞納整理事務の適正化のため、速やかに手続要

領を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意見 

（１）市独自補助金における補助金交付要綱等の

補助対象経費について 

（広報課） 

団体等への補助的経費の支出にあたっては、対

象経費の範囲の明確化に努めてまいります。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

各補助金交付要綱等に規定する補助対象経費に

ついて、対象経費を列挙した最後に「等」と表記

したり、経費の範囲を「雑費等」と表記したり、「に

要する経費」、「に関する事業」、「その他行事実施

に必要と認められるもの」と包括的に表記したり

するなど、補助対象経費に含みを持たせ、同要綱

等の規定だけでは、補助の対象となる範囲がはっ

きりと分からないものが見受けられた。 

補助対象経費については、できる限り明確にす

るよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）佐倉市交通安全関係団体事業補助金交付要

綱に規定する「補助事業者」について（道路維持

課） 

佐倉市交通安全関係団体事業補助金交付要綱第

７条に規定されている「補助事業者」の定義につ

いては、佐倉市補助金等の交付に関する規則第２

条第３号に規定する「補助事業者等」をいうとし

ており、用語が一致していない。 

同要綱に基づく補助金交付手続において、今後、

疑義が生じることのないよう、用語の整合性の確

保に努められたい。 

 

（３）国立歴史民俗博物館友の会会費の支出の在

り方について（秘書課、議会事務局） 

国立歴史民俗博物館友の会について、佐倉市は

２口の維持会員となっているが、うち１口は秘書

課が所管し、もう１口は議会事務局が所管してい

る。 

秘書課所管分の１０万円と議会事務局所管分の

１０万円の２口合計で年会費２０万円を支出して

いる。佐倉市として、年会費を２０万円支出する

妥当性及び年会費を２つの所管で、それぞれ別に

支出する必要性について、検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

（道路維持課） 

補助対象経費については、できる限り明確にす

るよう、補助金交付要綱の見直しを行ってまいり

ます。 

 

（危機管理室） 

市独自補助金における補助金交付要綱等の補助

対象経費については、経費の範囲が明確となるよ

う見直しを行い、補助金交付要綱等の改正を行っ

てまいります。 

 

（文化課） 

 令和元年度補助制度見直し事務要領に基づき、

補助対象となる事業については曖昧な規定を改め

て具体的に列記しました。 

 

 

（２）佐倉市交通安全関係団体事業補助金交付要

綱に規定する「補助事業者」について（道路維持

課） 

佐倉市交通安全関係団体事業補助金交付要綱の

見直しを行い、用語の整合性の確保に努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

（３）国立歴史民俗博物館友の会会費の支出の在

り方について 

（秘書課） 

国立歴史民俗博物館友の会会費の支出について

は、友の会への加入した経緯や現状の市と友の会

との関連性などを踏まえながら、支出の在り方に

ついて議会事務局と協議し、検討してまいります。 

 

（議会事務局） 

二元代表制の考え方から、市議会は市とは別機

関として、歴史民俗博物館を側面支援する友の会

の維持会員として開館当初より加入していた経緯

があります。 

 国立歴史民俗博物館友の会会費の支出について

は、友の会へ加入した経緯や現状の友の会との関

連性などを踏まえながら、秘書課と協議し、検討

してまいります。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

（４）当座預金について（会計室） 

市の保有する現預金のうち、５００万円が当座

預金として預けられている。 

現状、当座預金口座を利用した小切手の振り出

しはほとんどなく、仮に、必要となれば、その都

度普通預金口座から資金移動をすることで対応可

能である。そのため、当座預金にある５００万円

は活用されないまま、放置されているものと言わ

ざるを得ない。 

市の保有する現預金の有効活用の在り方につい

て検討されたい。 

 

（５）千葉県道路占用工事企業者連絡協議会へ交

付する負担金について（給排水課） 

千葉県道路占用工事企業者連絡協議会に負担金

を交付しているが、毎年多額の繰越金を計上して

いる。同会の目的及び事業内容に見合った会費設

定の在り方について、同会に対し提言されたい。 

 

（６）貸切バス運行事業の在り方について（道路

維持課） 

貸切バス運行事業は、市役所内の各部課におい

てバスを利用するに際し、そのバスを年単位で一

括して借り上げ、利用する事業であり、平成３０

年度で年間８９台の利用実績がある。 

貸切バス運行事業は、各部課が利用するバスを

一括して借り上げることで、事務の効率化と経費

の削減に資する側面がある。一方、社会福祉課が

所管し、指定管理者に管理をさせている南部地域

福祉センターの施設運営業務の中にも、市内の各

団体にバスを利用させる大型バス運営業務があ

り、かかる事業の在り方については、本年度財政

援助団体等監査において意見を述べたところであ

る。 

佐倉市におけるバスの借上げ事業の在り方につ

いて、部課の垣根を越えた視点での検討をされた

い。 

 

（７）市民防災啓発センターの後利用について（企

画政策課） 

ミレニアムセンター佐倉内の市民防災啓発セン

ターの後利用については、立地条件の良さを踏ま

え、有効活用していく必要がある。 

同センターは、平成２９年度に廃止が決定され

ており、令和２年度中には、後利用の基本方針が

決定される予定である。 

同センターの後利用については、ミレニアムセ

（４）当座預金について（会計室） 

当座預金に預け入れている５００万円につきま

しては、普通預金口座に資金移動を行い、現預金

の有効活用に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）千葉県道路占用工事企業者連絡協議会へ交

付する負担金について（給排水課） 

千葉県道路占用工事企業者連絡協議会に対して

会費設定の在り方について提言してまいります。 

 

 

 

（６）貸切バス運行事業の在り方について（道路

維持課） 

今後の貸切バス運行事業の在り方について、関

係部署とも連携の上検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）市民防災啓発センターの後利用について（企

画政策課） 

防災啓発センターの後利用につきましては、駅

前の利便性や市全体の公共施設との調和のとれた

有効な活用方法を、市民の皆様のニーズを踏まえ

ながら引き続き検討してまいります。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

ンター佐倉内における他の施設や令和２年度から

工事着工予定の（仮称）佐倉図書館等新町活性化

複合施設等、周辺公共施設との調整も図り、有効

活用に努められたい。 

 

（８）大規模水害への対応について（治水課） 

令和元年１０月２５日の豪雨によって、佐倉市

内に洪水被害が発生した。 

佐倉市は、印旛沼を抱えており、印旛沼流域の

広い地域から雨水が集中するという土地柄にあ

る。今後、地球温暖化を背景に、ゲリラ豪雨が頻

発することも懸念されている。このような状況を

踏まえ、佐倉市内の洪水対策については、上流域

市町並びに印旛沼及び印旛沼に流入する一級河川

を所管する千葉県等関係機関とも連携し、協働し

ながら進めていく必要がある。 

市民の生命財産を守るため、適切な治水対策を

急がれたい。 

 

（９）防災・災害情報の広報について（危機管理

室） 

防災・災害情報の広報は、市民の安全・安心の

確保にとって、重要である。先の台風１５号、

１９号及び１０月２５日の豪雨被害の状況や被災

者支援制度の各種案内については、１１月１日号

の「こうほう佐倉」などで広報されたが、災害時

における市の動きや被災により浮き彫りとなった

課題・対応などについては、広報されていない。 

災害時における市の動きや課題・対応などの広

報については、市民の安全・安心や信頼される市

政運営に寄与することから、関係部署とも連携し、

検討されたい。 

 

（10）臨時災害ＦＭ放送事業について（広報課） 

臨時災害ＦＭ放送事業については、大災害時に

長期間にわたりライフラインが止まった際に、臨

時災害ＦＭ放送局を開設し、必要な情報を発信す

る事業である。 

同事業は、平成２４年１０月から開始されてい

るが、現在のところ運用実績はない。 

実際に同局が開設された際、直ちに適正な事業

運営が、確実に実施されるよう、国、市の関係部

署及び関係組織とも連携し、開設までの作業手順

の確認や放送訓練の実施など、必要な体制整備に

努められたい。 

 

 

 

 

 

 

（８）大規模水害への対応について（治水課） 

千葉県や流域市町、独立行政法人水資源機構等

の関係機関と連携して、総合的な治水対策を講じ

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）防災・災害情報の広報について（危機管理

室） 

台風１５号、１９号及び１０月２５日の大雨に

おける時系列での対応状況や課題などにつきまし

ては、検証が終了次第、市ホームページにてお知

らせする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）臨時災害ＦＭ放送事業について（広報課） 

臨時災害ＦＭ放送について、開設手順の確認な

ど、非常時の迅速な対応に向けて更なる体制整備

に努めてまいります。 

 


